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税額を過大に申告していたとき 税額を過少に申告していたとき

　申告期限が過ぎてから申告の間違いに気づいたら、次の方法で訂正します。 

　「更正の請求」をして納めすぎた税金の還付を受
けます。税務署に「更正の請求書」がありますから、
その用紙に訂正事項を記載して提出します。更正の
請求ができるのは申告期限後1年以内です。 

　「修正申告」をして不足していた税額を納税します。
税務署に「修正申告書」の用紙がありますから、そ
の用紙に正しい金額を記載して提出します。新たに
納めることになった金額は修正申告をする日に納税
します。自主的に修正申告をした場合には、過少申
告加算税はかかりません。 

　不動産や株式の名義変更や、財産（土地・建物・株式等）を売買したとき、贈与を受けたとき、親族が亡く
なったときなどに、税務署から「お尋ね」の書類が送られてくることがあります。これは、税務署がその内容
について申告する必要があるかどうかを知るための資料です。もしこれらのお尋ねの内容について、税理士に
相談する場合には、自ら税務署に足を運ぶ必要はありません。 

　資金の「出どころ」や「使いみち」をはっきりさせるた
めに、できるだけ、解約済や使用済の預金通帳、定期預
金などの利息計算書、株の売買明細書、借用書、領収書
などを大切に保管しておきましょう。 
　記入に当たっては「事実を正確に」を心がけましょう。 

正確に記入するために

【税理士の資格のない人は税理士のしごとはできません】
　税理士は、税理士の資格のある人が、税理士名簿に登録し、同時に税理士事務所所在地の税理
士会に入会することとなっています。 
　したがって、この入会手続をしていない人は税理士業務はできません。資格のない人が税理士
業務を行えば、法律で罰せられます。また、資格のない人は、不当な報酬を請求したり、納税者に思
わぬ損害を与えたりすることがありますので、十分にご注意ください。 
　税理士のことについては、お近くの税理士会にお問い合せ下さい。正規の税理士は、税理士証
票を持ち、バッジをつけています。 

税理士バッジ

　税務署に申告した所得や税額が過少であったり、申告をしなければならない人が申告をしない場合には、税
務署長は調査をして「更正」や「決定」をします。それらの処分に不服があるときには、次のような方法があ
ります。 

税務署の更正、決定や差押えなどの処分に不服があるときはまず、
処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に『異議申立』を　 
税務署長の決定になお不服がある場合には、「異議決定書」を受け
た日の翌日から１か月以内に『審査請求』を 
さらに不服がある場合には審査請求に対する「裁決書」を受けた
日の翌日から6か月以内に裁判所に『訴訟』の提起を 
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・ 
 
・ 

（税務署長に） 

（国税不服審判所長に）

（裁判所に） 

『異議申立』
↓

『審査請求』
↓

『訴 訟』 
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